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(5)精神疾患  

①第６次愛媛県地域保健医療計画の進捗及び評価 

精神疾患は、第６次愛媛県地域保健医療計画において、生活の質の向上を実現するため

に医療体制の構築が求められる疾患として新たに追加されました。精神疾患に対応するた

め確保すべき医療機能として、「予防・アクセス」「治療・回復・社会復帰」「精神科救急、

身体合併症、専門医療」「うつ病」「認知症」の５つの項目で区分し、５年以内の達成を目

指す数値目標を定めています。 

こころの状態や自殺死亡率等については、順調に目標値を達成していますが、紹介シス

テム構築地区数、３ヵ月以内再入院率、退院患者の平均在院日数や認知症新規入院患者２

ヵ月以内退院率、小児、児童・思春期に対応する医療機関の数等は目標に達していません。 

また、一般かかりつけ医と精神科医との医療連携の強化や早期退院に向けた取組み、精

神科専門医療機関の整備については今後も課題としてとらえ、引き続きの取組みが必要で

す。 

 

目標値一覧

ＳＰＯ 指　　　　　標　　　　　名 策定時 目標値 最新値 時点 評価

Ｓ ＧＰ連携会議の開催地域数 ６圏域 ６圏域 ６圏域 Ｈ28 ◎

Ｓ 紹介システム構築地区数 ０圏域 １圏域以上 ０圏域 Ｈ28 △

Ｐ
保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談等
の被指導実人員（人口10万対）

130
全国平均

 238.3 以上
187.5 Ｈ26 ○

Ｏ
こころの状態「悩みやストレスなし」の割合
（人口10万対）

37.2
全国平均
 35.9 以上

52.8 Ｈ28 ◎

Ｏ 自殺死亡率（人口10万対） 21.5
全国平均
 22.9 以下

18.3 Ｈ28 ◎

Ｓ
精神科を標榜する病院と精神科病院の数
（人口10万対）

2.4
全国平均
 2.1 以上

2.5 Ｈ26 ◎

Ｓ
精神科病院の従事医師数（常勤換算）
（人口10万対）

8.1
全国平均
 6.9 以上

8.1 Ｈ27 ◎

Ｏ ３ヵ月以内再入院率 15.3
全国平均
 16.7 以下

20.1 Ｈ25 △

Ｓ 精神科救急医療施設数（人口10万対） 0.5
全国平均
 0.7 以上

0.5 Ｈ27 △

Ｓ
精神科救急医療体制を有する病院数
（人口10万対）

0.5
全国平均
 0.7 以上

0.7 Ｈ26 ◎

Ｓ
救命救急センターで「精神科」を有する施設数
（人口10万対）

0.1
全国平均
 0.1 以上

0.1 Ｈ26 ◎

Ｓ
入院を要する救急医療体制で「精神科」を有する
施設数（人口10万対）

0.6
全国平均
 0.6 以上

0.8 Ｈ26 ◎

Ｓ 精神科を有する一般病院数（人口10万対） 0.6
全国平均
 0.5 以上

0.6 H29 ◎

Ｏ
傷病分類「精神及び行動の障害」の病院、診療所
の退院患者平均在院日数（患者所在地）

217.1
全国平均

 290.6 以下
299.4 Ｈ26 △

Ｓ 児童思春期精神科入院管理加算届出医療施設数 0 １以上 0 H28.3.31 △

Ｓ 小児入院医療管理料５届出施設数 0 １以上 0 H28.3.31 △

Ｓ ＧＰ連携会議の開催地域数 ６圏域 ６圏域 ６圏域 Ｈ23 －

Ｓ 紹介システム構築地区数 ０圏域 １圏域以上 ０圏域 Ｈ23 －

Ｏ
こころの状態「悩みやストレスなし」の割合
（人口10万対）

37.2
全国平均
 35.9 以上

52.8 Ｈ28 ◎

Ｏ 自殺死亡率（人口10万対） 21.5
全国平均
 22.9 以下

18.3 Ｈ28 ◎

Ｓ かかりつけ医認知症対応力向上研修累計参加者数 1,351
毎年

100人増加
2,155 Ｈ28 ◎

Ｓ 認知症サポート医養成研修累計終了者数 10 50人以上 53 Ｈ28 ◎

Ｏ 認知症新規入院患者２ヵ月以内退院率 48.1 50％以上 42.8 Ｈ25 △

【凡例】S：ストラクチャー指標（医療サービスを提供する物的資源、人的資源及び組織体制、外部環境並びに対象とな
             る母集団を測る指標）
          P：プロセス指標（実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標）
          O：アウトカム指標（住民の健康状態や患者の状態を測る指標）

認知症

【評価】◎：目標値に達している、○：目標値には達していないが改善に向けて推移している、
　　　　 △：改善が見られない、－：評価できない

予防・
アクセス

治療・
回復・

社会復帰

精神科救急

身体合併症

専門医療

うつ病
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②概況 

かつては特別な病気と考えられていた精神疾患ですが、誰もがかかる可能性のある身近

な疾患の１つとして広く普及啓発を推進した効果もあり、最近は、うつ病を中心に医療機

関への受診者は増加しています。厚生労働省が実施した調査によると、平成 26 年には精

神疾患の患者数が 390万人を超える水準となっているほか、国民の４人に１人（25％）が

生涯でうつ病等の気分障がい、不安障がい及び物質関連障がいのいずれかを経験している

ことが明らかとなっています。 

一方で、精神疾患は症状が多様であり、本人が自覚しにくく、家族等周囲の者も気付き

にくいという特性があるため、症状が重くなって初めて医療機関を受診するケースが少な

くありません。しかし、重症化してから受診すると、長期の入院が必要となったり、治療

の困難さが増すなどの弊害が生じているのが実情です。 

また、本県における自殺者は近年のピークである平成 19 年の 392 人に対して、平成 28

年は４割近く減少しており、250人となりました。これは 10万人当たりの自殺死亡率に置

き換えると、27.1人から 18.3人に低下したことになりますが、全国平均は 16.8人であり、

本県は高い方から 14 番目に位置していることから、引き続き対策が必要な重要課題とな

っています。 

これらのことから、今後とも精神疾患は全ての人にとって身近な病気として、より一層

の理解と対策を推進することにより疾患の有無や障がいの程度に関わらず、誰もが安心し

て自分らしく暮らすことができる地域づくりを進める必要があります。 

 

③医療圏域の設定 

▼統合失調症・うつ病、専門医療、依存症、高次脳機能障がい、精神科救急・身体合併症、

自殺対策及び災害精神医療 

精神科病床における基準病床数が都道府県を一単位として定められていること及び県

単位での医療機能の専門分化や連携を進める観点から、県全体を総合的・多機能的な一

つの圏域として設定します。 

一方で、医療計画等に基づく取組みや交通事情、救急搬送の現状等に鑑みて、「宇摩圏

域」「新居浜・西条圏域」「今治圏域」「松山圏域」「八幡浜・大洲圏域」「宇和島圏域」を

重層的に考慮するものとします。 

また、高次脳機能障がいについては、患者にとっては医療機関への負担のないアクセ

スが求められることから、県全体を一つの医療圏としつつ、副次的に二次医療圏と同じ

６圏域を設定します。 

 

▼認知症 

高齢者が大半となる認知症については、医療機関への負担のないアクセスが求められ

ることから、二次医療圏と同じ６圏域を設定します。 
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圏 域 対  象  市  町 

宇摩 四国中央市 

新居浜・西条 新居浜市、西条市 

今治 今治市、上島町 

松山 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 

八幡浜・大洲 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 

宇和島 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 

 

④各病期における目的、求められる機能、現状、課題及び対策 

この計画では、確保すべき医療機能を多様な精神疾患や事業を性質ごとに「統合失調

症・うつ病」、「認知症」、「専門医療」、「依存症」、「高次脳機能障がい」、「精神科救急・身

体合併症」、「自殺対策」及び「災害精神医療」の８つに整理し、それぞれに目的や課題、

対策等を設定しています。 

▼統合失調症及びうつ病 

〔目的〕 

統合失調症及びうつ病患者のＱＯＬが高く保たれています。 

 

〔現状〕 

○統合失調症 

・平成 26 年に医療機関を継続的に受療している統合失調症の外来患者数は、全国

で 148 万８千人、本県は１万７千人となっています。また、入院患者数は、全国

で 34万１千人、本県は 4,644人となっています。 

・統合失調症患者に対する治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）の使用率は、

全国の 0.11％に対して、本県は 0.02 ポイント高い 0.13％となっています。副作

用が認められる一方で、処方によっては大きな改善効果が認められることから、

ケースに応じて適切な処方ができるよう血液内科等と連携した対応を行っていま

す。 

〔統合失調症に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

統合失調症 

統合失調症を入院診療している精神病床を

持つ病院数 

22 1,599 

統合失調症を外来診療している医療機関数 85 7,605 

統合失調症の精神病床での入院患者数 4,644 341,456 

統合失調症外来患者数(継続) 17,115 1,488,006 

統合失調症患者における治療抵抗性統合失

調症治療薬の使用率 

0.13％ 0.11％ 

（精神保健福祉資料（平成 26年））  

○うつ病・躁うつ病 

・平成 26 年に医療機関を継続的に受療しているうつ病・躁うつ病の外来患者数は、

全国で 274 万４千人、本県は３万２千人となっています。近年は更に増加傾向に
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あることから、特別な病気ではなく、非常に身近な疾患であると言えます。 

・自殺の背景にうつ病が潜んでいることがありますが、本人が受診を望まないこと

が少なくなく、高齢者の場合では認知症等他の精神疾患と混同しやすいため、家

族や地域の人、かかりつけ医が気付き、確実に精神科医療機関への受診へとつな

ぐ必要があります。 

・県民の心の状態を示す数値としては、「悩みやストレスあり」（人口 10 万対）（平

成 28年国民生活基礎調査）が本県は 46.4％です（全国 47.7％）。悩みやストレス

の原因で最も割合が高いのが「自分の仕事 15.1％」であり、「収入・家計・借金

等 12.5％」、「自分の病気や介護 11.7％」と続きます。これらの順位は全国・本県

とも同じです。 

 

〔うつ病・躁うつ病に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

うつ・ 

躁うつ病 

うつ・躁うつ病を入院診療している精神病床を

持つ病院数 

22 1,597 

うつ・躁うつ病を外来診療している医療機関数 92 8,385 

うつ・躁うつ病外来患者数(継続) 32,210 2,744,150 

（精神保健福祉資料（平成 26年）） 

 

〔課題・求められる機能〕 

・身近な悩みやストレスを抱えることが多いことから、かかりつけ医等医療従事者に

対する統合失調症・うつ病に関する知識及び理解の向上を図り、症状によっては地

域の精神科医療機関における質の高いケアの提供につなげる必要があります。 

・高齢者を中心に精神科病院への受診に対して抵抗感があることから、医療従事者に

対する統合失調症・うつ病に関する知識及び理解を向上させ、患者が抵抗感や負担

感を覚えることなく受診できる環境を作る必要があります。 

・地域の精神科医療機関が質の高い統合失調症・うつ病に関するケアを提供し、保健・

福祉等の関係機関との連携により、患者が早期に社会復帰でき、地域生活や社会生

活を継続できる支援が提供される必要があります。 

 

〔対策〕 

・かかりつけ医等の医療従事者、産業保健関係者、職域における人事労務担当者等に

対する統合失調症・うつ病に関する知識及び理解の向上を図ります。 

・治療抵抗性統合失調症治療薬等の専門的治療を受診できる体制の構築を推進します。 

・退院支援に関わるスタッフの配置促進を支援し、長期入院者の退院支援促進を図り

ます。 

 

▼認知症 

〔目的〕 

早期の診断や周辺症状への対応を含む医療体制を整備することにより、認知症の人
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の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができます。 

 

〔現状〕 

・全国における認知症高齢者は平成 24（2012）年で 462 万人と 65 歳以上高齢者の約

７人に１人が該当すると推計されており、高齢化の進展に伴い 2025年には、675 万

人と約５人に１人に上昇すると見込まれています。 

・本県における認知症患者の推計は、平成 29（2017）年で 5.4 万人、2025 年で 6.5

万人です。 

・平成 26年に医療機関で継続的に精神療法を受療している認知症の外来患者数は、全

国で 41万人、本県は６千人となっています。 

・県内認知症新規入院患者２ヵ月以内退院率が 42.8％（平成 25（2013）年）と、国の

掲げる 2020 年度までの目標値 50％を下回るとともに、第６次計画策定時の 48.1％

からも低下しています。 

・認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、県では平成 25 年から認知症疾患

医療センター運営事業を開始し、愛媛大学医学部附属病院を中核センターとし、６

つの地域拠点センター、合せて７つの地域型のセンターを設置し、医療相談、鑑別

診断、治療方針の選定、関係機関との連携及び専門医療関係者を対象とした研修を

開催しています。 

 

〔認知症疾患医療センター〕 

機関区分 名  称 所 在 地 

中核センター 愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 454 

地域拠点センター 

四国中央病院 四国中央市川之江町 2233番地 

十全ユリノキ病院 新居浜市角野新田町１丁目 1−28 

正光会今治病院 今治市高市甲 786番地 13 

砥部病院 伊予郡砥部町麻生 40−1 

真網代くじら 

リハビリテーション病院 

八幡浜市真網代甲 229−5 

正光会宇和島病院 宇和島市柿原 1280 

 

・このほか、市町に設置される認知症初期集中支援チームにより、認知症の人が早期

の診断や周辺症状への対応を含む治療等を受け、できる限り住み慣れた地域で生活

を継続できるよう重層的な支援が展開されています。 
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〔全国の認知症高齢者数の将来推計〕 

  H24

（2012） 

H27

（2015） 
2020 2025 

全 国 

（万人） 

462 517 602 675 

15.0% 15.7% 17.2% 19.0% 

 ※ 比率は 65歳以上の高齢者に対する認知症患者の割合（有病率） 

（日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（H26年度）） 

 

〔県内の「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の方の将来推計〕 

 

 

 
 

 

※ 比率は 65歳以上人口に対する対象者の割合               （愛媛県調べ） 

 

〔認知症に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全国 

認知症 

認知症を入院診療している精神病床を持つ病院数 22 1,585 

認知症を外来診療している医療機関数(精神療法に

限定) 

80 6,554 

認知症を外来診療している医療機関数(精神療法に

限定しない) 

769 58,164 

（精神保健福祉資料（平成 26年））   

 

〔課題・求められる機能〕 

・県内認知症新規入院患者２ヵ月以内退院率が悪化していることから、地域の医療機

関において容態に応じた認知症医療が提供される必要があります。 

・認知症高齢者の増加が確実と見込まれる中、早期受診及び早期対応が今後の認知症

医療の鍵になると考えられることから、地域拠点センターが中心となり、地域のか

かりつけ医や歯科医師、薬剤師、看護職員等の医療従事者に対する研修会や事例検

討会の場を設け、対応力を向上する必要があります。 

・中核センターでは、地域拠点センターに対する高度な研修の実施や困難な症例等の

助言・指導等が適切に行われるよう整備を図る必要があります。 

 

〔対策〕 

・かかりつけ医や歯科医師、薬剤師、看護職員等の医療従事者、福祉サービス事業所

職員等に対する認知症に関する知識及び理解の向上を図ります。 

・地域の医療機関と認知症疾患医療センターとの連携強化を図ります。 

・認知症疾患医療センターでは、適切な鑑別診断、初期対応、身体合併症状への対応、

  H26

（2014） 

H27

（2015） 

H28

（2016） 

H29

（2017） 
2020 2025 

愛媛県 

（人） 

50,470 52,833 53,302 54,047 61,200 64,800 

12.3% 12.6% 12.5% 12.5% 13.9% 14.7% 
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専門医療相談の実施ができるよう必要な整備を実施します。 

・認知症患者ができる限り早期に円滑に退院できるよう、関係機関の調整や支援促進

に取り組みます。 

・地域拠点センターでの対応が困難な鑑別診断、初期対応、身体合併症状、専門医療

相談等のケースが生じた場合は、中核センターが、適切な技術的助言や指導を行う

ことができるよう必要な調整を実施します。 

 

▼専門医療（児童・思春期、発達障がい、心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）、摂食

障がい、てんかん） 

〔目的〕 

精神疾患患者及びその家族のＱＯＬが高く保たれています。 

 

〔現状〕 

○児童・思春期精神疾患 

・平成 26 年に医療機関を継続的に受療している 20 歳未満の精神疾患を有する外 

来患者数は、全国で 22万５千人であり、本県は 1,937人となっています。 

・一方、20 歳未満の精神疾患を入院診療している精神病床を持つ病院数は 15 施設

であり、本県における児童・思春期の精神科医療に対する専門医療機関は限られ

たものとなっています。 

・県内には児童・思春期精神科入院管理料加算届出、小児入院医療管理料５に係る

届出をしている医療機関がありません。 

 

〔児童・思春期精神疾患に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項     目 愛媛県 全 国 

児童・思春期 

精神疾患 

20 歳未満の精神疾患を入院診療している

精神病床を持つ病院数 
15 994 

20 歳未満の精神疾患を外来診療している

医療機関数  
75 6,915 

20歳未満の精神疾患外来患者数(継続) 1,937 225,398 

（精神保健福祉資料（平成 26年））  

 

○発達障がい 

・平成 26 年に医療機関を継続的に精神療法を受療している発達障がいの外来患者

数は、全国で 22万７千人、本県は 1,791人となっています。 

・発達障がいについては、近年、急速に研究が進められているところであり、まだ

まだ不明な点も多く、潜在的な患者が存在する可能性もあります。 
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〔発達障がいに対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

発 達 障 が

い 

発達障がいを入院診療している精神病床を持つ病

院数 
17 1,171 

発達障がいを外来診療している医療機関数(精神

療法に限定) 
71 5,763 

発達障がいを外来診療している医療機関数(精神

療法に限定しない) 
326 25,454 

発達障がい外来患者数(継続)(精神療法に限定) 1,791 227,642 

発達障がい外来患者数(継続)(精神療法に限定し

ない) 
5,837 577,912 

（精神保健福祉資料（平成 26年））  

○心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ） 

・平成 26 年に医療機関を継続的に受療しているＰＴＳＤ の外来患者数は、全国で

8,541人、本県は 85人であり、患者数は少ないものの、全国的に増加傾向にあり

ます。 

・本県でも平成 13 年に起きたえひめ丸事故の生還者が心的外傷後ストレス障がい 

を発症した事例が広く知られています。また、災害や事故、犯罪のような生命の

危機に遭遇する状況だけでなく、広義ではいじめや虐待等でも生じ得るとされて

います。 

 

〔心的外傷後ストレス障がいに対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

ＰＴＳＤ 

ＰＴＳＤを入院診療している精神病床を持つ病院数 0-2 216 

ＰＴＳＤを外来診療している医療機関数 28 2,458 

ＰＴＳＤ外来患者数(継続) 85 8,541 

（精神保健福祉資料（平成 26年）） 

       （注）医療機関数が０～２か所の場合は、数値を特定せず 0-2 と表示しています。 

 

○摂食障がい 

・平成 26 年に医療機関を継続的に精神療法を受療している摂食障がいの外来患者

数は、全国で３万６千人、本県は 414人です。 

・比較的、若年層に多くみられ、医療機関の受療の有無に関わらず、摂食障がい患

者は、女子中学生の 100 人に１～２人、男子中学生の 1,000 人に２～５人いると

推計されています。（厚生労働科学研究調べ（平成 21年度）） 
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〔摂食障がいに対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

摂 食 障 が

い 

摂食障がいを入院診療している精神病床を持つ病院数 17 1,174 

摂食障がいを外来診療している医療機関数(精神療法

に限定) 
57 4,965 

摂食障がいを外来診療している医療機関数(精神療法

に限定しない) 
283 20,280 

摂食障がい外来患者数(継続)(精神療法に限定) 414 36,387 

摂食障がい外来患者数(継続)(精神療法に限定しない) 3,228 176,749 

（精神保健福祉資料（平成 26年）） 

○てんかん 

・平成 26 年に医療機関を継続的に精神療法により受療しているてんかんの外来患

者数は、全国で 47万２千人、本県は 5,582人です。 

・厚生労働科学研究では、医療機関の受療の有無に関わらず、てんかん患者は 1,000

人当たり 7.71 人いると推計しており、珍しい疾患ではありません。 

・患者に発作等が起きたときに周囲があわてることなく支援できるよう備えること

も重要で、県内では民間支援団体による講演会等を通じた普及啓発も行われてい

ます。 

 

〔てんかんに対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

てんかん 

てんかんを入院診療している精神病床を持つ病院

数 
22 1,593 

てんかんを外来診療している医療機関数(精神療

法に限定) 
83 7,074 

てんかんを外来診療している医療機関数(精神療

法に限定しない) 
668 52,255 

てんかん外来患者数（継続）（精神療法に限定) 5,582 472,965 

てんかん外来患者数（継続）（精神療法に限定し 

ない) 
21,776 1,676,664 

（精神保健福祉資料（平成 26年））  

 

〔課題・求められる機能〕 

・児童・思春期精神疾患、発達障がい、心的外傷後ストレス障がい、摂食障がい、て

んかんに対応できる医療機関が限定され、対応できる医療機関や医師の情報が不足

していることから、早期に適切な診察を受け、専門医療機関による高度な医療へと

つなぐことができる環境を整備する必要があります。 

 

〔対策〕 

・かかりつけ等に従事する職員に対する研修の実施を通じて、身体科との連携を推進
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し、症状が比較的軽いうちに専門医療の提供が行えるよう体制整備を図るとともに、

疾病や障がいの有無に関わらず快適な社会生活が送れるよう周知や啓発活動にも取

り組みます。 

 

▼依存症 

〔目的〕 

依存症患者及び家族のＱＯＬが高く保たれています。 

 

〔現状〕 

○アルコール依存症 

・平成 26 年に医療機関を継続的に精神療法により受療しているアルコール依存症

の外来患者数は、全国で７万９千人、本県は 870 人で、比較的、アルコール依存

症が社会的に与える影響は少ないとの印象ですが、厚生労働科学研究は、医療機

関の受療の有無に関わらず、アルコール依存症者は全国で約 58 万人いると推計

（平成 25年）していることから、大半の依存症者は医療機関を受診していないも

のと考えられます。 

・本県では平成 30 年３月に県アルコール健康障害対策計画を策定し、この計画  

を基礎として、県を中心とした県内関係機関との連携により各種施策を展開して

いくこととしています。 

 

   〔アルコール依存症に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

アルコール依存症 

アルコール依存症を入院診療している精神病

床を持つ病院数 
21 1,466 

アルコール依存症を外来診療している医療機

関数 
66 5,236 

重度アルコール依存症入院医療管理加算を算

定された精神病床を持つ病院数 
7 203 

アルコール依存症の精神病床での入院患者数 318 25,548 

アルコール依存症外来患者数(１回以上) 1,012 92,054 

アルコール依存症外来患者数(継続) 870 78,681 

重度アルコール依存症入院医療管理加算を算

定された患者数 
105 9,189 

（精神保健福祉資料（平成 26年）） 

 

○薬物依存症 

・平成 26 年に医療機関を継続的に受療している薬物依存症の外来患者数は、全国

で 5,197人、本県は 31人となっています。 

・薬物依存症は、疾患であるという認識が希薄であること、社会的な差別・偏見が

強いこと、刑事事件の対象となり得ることから極めて医療につながりにくい特殊



161 

 

な側面があります。 

・単に患者数の多寡にとらわれることなく、適切な保健医療サービス等が提供され

るよう、地域の医療を充実させるとともに、保健・福祉機関及び民間支援団体、

保護観察所といった幅広い支援機関とともに、緊密な連携体制の構築を進めてい

るところです。 

 

   〔薬物依存症に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

薬物依存症 

薬物依存症を入院診療している精神病床を持つ病

院数 
8 494 

薬物依存症を外来診療している医療機関数 17 1,719 

薬物依存症外来患者数(継続) 31 5,197 

（精神保健福祉資料（平成 26年））  

 

○ギャンブル等依存症 

・平成 26 年に医療機関を継続的に受療しているギャンブル等依存症患者の外来患

者数は、全国で 1,241人、本県は 11人と、把握できる患者数はごく少数となって

います。 

・一方で、平成 29 年９月に厚生労働省が公表した全国調査では、過去１年以内で 

「ギャンブル等依存症が疑われる」とされた者が 70万人（0.8％）、生涯を通じて

ギャンブル等依存症が疑われる者の割合は、320万人（3.6％）と推計されており、

医療機関を受診していない潜在的な患者が数多く存在すると考えられます。 

 

   〔ギャンブル等依存症に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項   目 愛媛県 全 国 

ギャンブル等依存症 

ギャンブル等依存症を入院診療している

精神病床を持つ病院数 
0-2 66 

ギャンブル等依存症を外来診療している

医療機関数 
4 416 

ギャンブル等依存症の精神病床での入院

患者数 
0-9 205 

ギャンブル等依存症外来患者数(継続) 11 1,241 

（精神保健福祉資料（平成 26年））   

（注）医療機関数が０～２か所、患者数が０～９人の場合は、数値を特定せず 0-2、0-9 と

表示しています。 

 

〔課題・求められる機能〕 

・県内では、依存症について総合的かつ専門的に治療等に関わる専門医療機関や専門

医が不足している状況にあるため、地域の精神科医療機関で質の高い依存症ケアの

提供が行われるよう、依存症に対応できる専門職の養成等の整備を図るとともに、
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患者や家族が医療機関の情報を得やすくする必要があります。 

・依存症は、患者本人や家族が依存症であるという認識を持ちにくく、医療につなが

りにくい特性を有しているため、当事者が健康的な生活を営むことができるよう依

存症に関する問題の改善に取り組む他職種・他診療機関・他施設との連携強化や民

間団体の活動を支援することが必要です。 

・特にギャンブル等依存症は、アルコール依存症、薬物依存症よりも更に本人や家族

等が疾患との認識を持ちにくい疾患であり、極めて医療機関への受診に結びつきに

くいことから、症状が軽いうちに、地域の精神科医療機関で専門的治療を受けるこ

とができる体制の構築を図る必要があります。 

 

〔対策〕 

・専門医療機関を選定し、患者が情報を入手しやすい環境を整備するとともに、これ

らの専門医療機関の医師や看護師等の従事者が定期的に研修を受講し、スキルを高

めることのできる環境を整備します。 

・専門医療機関の中から治療拠点機関を選定し、早期発見、早期介入の対応からリハ

ビリテーションまで一連の対応を円滑に行える体制の整備を図るほか、医療従事者

を対象とした研修を開催するなど人材養成を図ります。 

・相談拠点を設置し、依存症相談員が患者や家族等の悩みに対応する体制を整備する

とともに民間支援団体等の関係機関との連携を推進します。 

・症状が比較的軽いうちに医療機関を受診するよう周知や啓発活動に取り組むととも

に、依存症の専門的治療の診察もしくはかかりつけ医等から専門医療機関へのつな

ぎができる体制を構築します。 

・回復後から社会復帰に至る段階にかけては、断酒会やえひめダルク等の民間支援団

体の活動が重要となることから、相談拠点を中心に、これらの団体や関係機関と連

携しながら患者支援の継続に努めます。 

 

▼高次脳機能障がい 

〔目的〕 

高次脳機能障がい患者及びその家族のＱＯＬが高く保たれています。 

 

〔現状〕 

・高次脳機能障がい者は、医療機関の受療の有無は問わず全国に 27 万人いると推計

されています。（厚生労働省調べ） 

・本県では、平成 19 年３月の調査で、3,686 人との推計結果を算出しています。（愛

媛県「高次脳機能障害実態調査」） 

・高次脳機能障がいは、病気や事故による脳の損傷により記憶障がい、注意障がい、

遂行機能障がい等を起こす障がいですが、的確な診断が難しいこともあり、高次脳

機能障がい者の実態把握の困難さに結びついています。 

・県では、平成 20年度から支援拠点機関１箇所に加えて、６つの医療圏域ごとに相談

支援協力機関を指定したほか、保健所による訪問相談、関係機関で構成される支援
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連絡協議会を設置し、効果的な支援に向けた取組みを実施しています。 

・県では、高次脳機能障がい者への支援の拠点となる機関（支援拠点機関）を置き、

支援拠点機関に相談支援コーディネーターを配置して専門的な支援を行うとともに、

支援拠点機関に協力し、地域における高次脳機能障がい者の支援を行う機関（相談

支援協力機関）を置いて、支援拠点機関を中心とした関係機関との地域支援ネット

ワークの整備を図っています。病院の名称等は次のとおりです。 

機 関 区 分 名   称 所 在 地 

支援拠点機関 松山リハビリテーション病院 松山市高井町 1211番地 

相談支援協力機関 

ＨＩＴＯ病院 四国中央市上分町 788番地１ 

済生会西条病院 西条市朔日市 269-1 

片木脳神経外科 今治市別名 274番地 

伊予病院 伊予市八倉 906番地５ 

大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 

市立宇和島病院 宇和島市御殿町１番１号 

 

〔課題・求められる機能〕 

・診断や治療が難しいとされていることから、適切なつなぎが行われるよう地域のか

かりつけ医、県が指定する高次脳機能障がい相談支援協力機関等、レベルに応じた

研修の機会が与えられる必要があります。 

・診断や治療が困難なケースでは、地域のかかりつけ医、精神科医療機関、高次脳機

能障がい相談支援協力機関、県が指定する高次脳機能障がい支援拠点機関との連携

による対応が必要です。 

 

〔対策〕 

・かかりつけ医等の医療従事者、福祉サービス事業所職員等に対する高次脳機能障が

いに関する知識及び理解の向上を図ります。 

・かかりつけ医等から依頼を受けた相談支援協力機関が相談支援、医療・福祉サービ

スの提供を適切に実施できるよう必要な整備を図ります。 

・相談支援協力機関では対応が困難であるケースについて、支援拠点機関が相談支援

コーディネータ―を中心に適切に対応できるよう必要な整備を図るとともに関係機

関との連携の強化を支援します。 

 

▼精神科救急及び身体合併症 

〔目的〕 

24時間 365日の精神科救急医療及び身体合併症に対応できる体制を整備します。 

 

〔現状〕 

○精神科救急 

・全国の精神科救急医療体制整備事業報告に基づく平成 27 年度の夜間・休日の受

診件数は約４万５千件、入院件数は約２万件となっており、平成 22 年度の約３
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万６千件、約１万５千件と比較して増加傾向にあります。 

・本県では、精神科救急医療情報センターを整備し、近年の相談対応件数は年間 200

～350件程度で推移しています。 

・松山市やその近辺に設置されている７つの精神科病院による輪番体制で救急対応

を行っていますが、平日は 17～22 時まで、休日は９～17 時まで、中予地域を中

心とした実施にとどまっています。 

・なお、中予圏域の身体科二次救急医療機関を受診した患者のうち精神疾患を併せ

持つ患者については、上記の救急時間帯が経過した後でも一定の条件のもと、24

時間体制で精神科の当番病院が対応する仕組みを構築し、平成 29 年 10 月に事業

を開始しました。この体制を基盤として将来的に精神科救急 24時間 365日体制の

整備に向けて関係機関の連携・協力体制を整備しているところです。 

 

○身体合併症 

・救命救急センターの入院患者を対象とした厚生労働科学研究では、12％の入院患

者は何らかの精神科医療を必要とし、2.2％の入院患者は身体疾患と精神疾患とも

に入院による治療を必要とするとの報告があります。 

・消防庁の調査では、平成 26 年中の救急出動件数において、入電から帰署までに

２時間以上を要した事案のうち「精神疾患を背景に有する患者」が 12,105 件あ

り、「在宅独居・施設入所の高齢者」の 13,007 件に次いで搬送時間を延伸する要

因となっています。 

・本県では前述のとおり、夜間及び休日の一部時間帯で二次救急精神科医療支援体

制整備事業を実施しており、身体合併症患者で精神科の診療が必要な患者への適

切な医療提供体制の確保に向けた体制の構築を前進させたところです。 

 

   〔身体合併症に対応する医療機関の状況〕 

疾患区分 項    目 愛媛県 全 国 

身体合併症 身体合併症を診療している精神病床を持つ病院数   

(精神科救急・合併症入院料+精神科身体合併症管理

加算) 

15 1,002 

精神疾患の受入体制を持つ一般病院数 

(精神疾患診療体制加算+精神疾患患者受入加算) 
24 686 

精神科リエゾンチームを持つ病院数 0-2 55 

（精神保健福祉資料（平成 26年）） 

（注）医療機関数が０～２か所の場合は、数値を特定せず 0-2と表示しています。 

 

〔課題・求められる機能〕 

・現在は中予地域のみで実施されていることから、東予及び南予でも精神科救急医療

が提供されるよう整備を図る必要があります。 

・平日 17～22 時、休日９～17 時となっている対応時間を延長させ、夜間や休日でも

安心して受療できる精神科救急医療体制を構築する必要があります。 
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・合併症患者等に対する精神科救急医療の現場は、一部の精神科病院が参加する輪番

体制による対応となっており、特定の医療機関やそこで従事する医師等に集中して

いる負担を解消する必要があります。 

・身体合併症を診療している精神病床を持つ病院数は 15 施設、精神疾患の受け入れ 

体制を持つ一般病院数は 24施設と、身体合併症に対応できる病院は限定されている

ことから、精神科と身体科との効率的かつ円滑な連携体制を構築する必要がありま

す。 

 

〔対策〕 

・東予及び南予での精神科救急医療体制の構築に向けて、県精神科救急医療連絡調整

委員会等の場を活用して関係機関の合意形成を図っていきます。 

・精神科輪番体制が一部の医療機関に過度に負担が集中することを回避するため、参

加病院の追加等も視野に、体制維持、継続に向けた調整に努めます。 

・常時対応型医療機関の整備を図ります。 

・精神科及び身体科の医療機関の連携を推進し、患者に質の高い救急医療が提供でき

るよう取り組みます。 

 

▼自殺対策 

〔目的〕 

県民がこころ健やかに暮らせる地域づくりを推進し、自殺のない社会を実現します。 

 

〔現状〕 

・我が国の自殺者数は、平成 10 年以降、14 年連続して３万人を超える状態が続いて

いましたが、平成 24 年に３万人を下回り、平成 28 年は２万 1,897 人と５年連続で

３万人を下回っています。（警察庁統計） 

・本県では、平成 15 年の 450 人をピークに、おおむね減少傾向にあり、平成 28 年は

268 人（警察庁統計）にまで減少しましたが、10 万人当たりの自殺者数は、全国で

高い方から 14 番目となる 18.3 人（人口動態統計）であり、依然として高い水準で

す。 

・本県では平成 29 年３月に自殺対策計画を策定し、自殺対策を総合的に推進してい 

ます。高齢者対策として、かかりつけ医療機関と精神科医療機関の連携強化、自殺

未遂者対策として保健所等と救急医療機関との連携強化等について今後整備を図っ

ていくこととしています。 
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（警察庁統計） 

〔課題・求められる機能〕 

・自殺の背景には、うつ病や各種依存症、統合失調症等の精神疾患が潜んでいること

があることから、かかりつけ医が患者の精神的な不調にも気付くなどかかりつけ医

の自殺への対応力向上を図る必要があります。 

・年齢階級別の自殺死亡率では、10歳代・20歳代・70歳代で増加傾向（県自殺対策

計画）にあることからライフステージに沿った対策や、自殺未遂者の抱える問題等

の解消の支援、自死遺族等に対する心理的苦痛の緩和に向けた支援等、自殺対策に

関する総合的な対応ができる体制を整備する必要があります。 

 

〔対策〕 

・かかりつけ医や救命救急医療従事者が患者の自殺念慮に気付き、必要に応じてうつ

病等の治療ができる精神科医療機関につなげていくことができるよう、研修会やシ

ンポジウム等を通じて知識・理解の向上を図ります。 

・自殺の原因となりやすい精神疾患について適切に対応できる精神科医療体制を構築

するため、地域の精神科医や臨床心理士等、医療機関の従事者に対する自殺対策に

関する知識・理解の向上を図ります。 

 

▼災害精神医療 

〔目的〕 

被災地における迅速かつ適切な精神保健医療を支援します。 

 

〔現状〕 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）は、平成 25 年から体制整備を開始し、現在、

県心と体の健康センター等による計６チームが編成され、このほかにも精神科病院

を中心に、登録者 182人を擁する状況となっています。（平成 29年 11月現在） 

・平成 28年には、熊本地震への支援として約１か月にわたり計４班を派遣し、被災地

における精神疾患患者の訪問診療、避難所の巡回相談等を実施しました。 
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・引き続き登録者の確保、被害想定訓練や資器材の整備等、平常時から対応力の強化

を図るとともに、本県が被災した場合に備え、各地域におけるＤＰＡＴ活動が円滑

に行えるよう体制の強化・拡充を進めることとしています。 

 

〔課題・求められる機能〕 

・被災時には、迅速かつ適切に災害対応体制を構築し、精神疾患患者に対する適切な

医療を提供しなければならないことから、県内の精神科医療機関を統括する医療機

関が必要です。 

・災害時においては、精神科医療機関の建物やライフラインが甚大な被害を受け、利

用できなくなると同時に、多数の精神疾患患者が外傷を受け、さらにスタッフの減

少が加われば大きな混乱に陥るおそれがあることから、被災時における精神疾患患

者に対する適切な医療体制の提供への備えが必要です。 

 

〔対策〕 

・災害時における被災地支援に迅速に対応できるよう、県内・県外を問わず活動でき

る災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）について、先遣隊の編成も視野に入れなが

ら、その拡大・充実を図ります。また、医療従事者がより負担なく参加ができる体

制を創出し、地域の実情に通じたきめ細やかな県内での災害に備えるため、主に地

域で活動するＤＰＡＴチームの編成にも取り組みます。 

・災害時における精神科医療を提供する上での中心的な役割を担う医療機関を災害拠

点精神科病院として位置づけ、明確化します。また、災害拠点精神科病院以外の精

神科病院との連携体制を強化していきます。 

・地域の実情に応じた災害時精神保健医療体制の構築と災害時の円滑な対応に備えて、

災害精神医療に対応できる専門職の養成、他職種連携・他施設連携の推進を図りま

す。 

・身体的外傷が発生した患者のトリアージ対応を含めたシナリオを想定した防災訓練

を行うなど平時から、災害時の円滑な対応に備えた体制整備の強化に努めます。 
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⑤数値目標 

  〔入院需要、基盤整備量及び退院率〕 

目  標  項  目 
現状 

(H26年度) 

目標時期 

2023年度末 

精神病床における急性期（３か月未満）入院需要（患者数） 752 737 

精神病床における回復期（３か月以上１年未満）入院需要

（患者数） 
635 649 

精神病床における慢性期（１年以上）入院需要（患者数） 2,689 1,737 

精神病床における慢性期入院需要（65歳以上患者数） 1,546 1,074 

精神病床における慢性期入院需要（65歳未満患者数） 1,143 577 

精神病床における入院需要（患者数） 4,076 3,122 

地域移行に伴う基盤整備量（利用者数） － 923 

地域移行に伴う基盤整備量（65歳以上利用者数） － 535 

地域移行に伴う基盤整備量（65歳未満利用者数） － 388 

精神病床における入院後３か月時点の退院率 62 73 

精神病床における入院後６か月時点の退院率 82 87 

精神病床における入院後１年時点の退院率 89 95 

【数値目標の考え方・設定理由】 

    １ 精神病床における急性期（３か月未満）入院需要（患者数）～地域移行に伴う基盤整

備量（65歳未満利用者数） 

      厚生労働省の示す 2020（平成 32）年度末及び 2024（平成 36）年度末の入院患者数推

計値のそれぞれに病床稼働率 1/0.95を乗じ、両年度間の比例計算により 2023（平成 35）

年度末の入院需要又は基盤整備量を算定した。 

    ２ 精神病床における入院後３か月時点の退院率～精神病床における入院後１年時点の

退院率 

      2014（平成 26）年度の現状値及び第５期障がい福祉計画に定める 2020（平成 32）年

度末における退院率の目標値から両年度間の比例計算により 2023（平成 35）年度末の

退院率を算定した。 
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  〔個別課題〕 

通番 指  標  名 
集計 
単位 

現  状 目  標 
出 典 

現状値 時点 目標値 時点 

１ 
３か月以内における再入院
率 

県 20.1 Ｈ25年 17.5 2023年 
精神保健
福祉資料 

２ 
在院期間５年以上かつ 65歳
以上の退院患者数 

県 12 Ｈ27年 19 2023年 
精神保健
福祉資料 

３ 
認知症新規入院患者２か月
以内退院率 

県 42.8 Ｈ25年 50.0 2023年 
精神保健
福祉資料 

４ 
精神科病院在院患者数（Ｆ00
＝アルツハイマー病型認知
症及びＦ01＝血管性認知症） 

県 559 Ｈ27年 440 2023年 
精神保健
福祉資料 

５ 
20歳未満の精神疾患の精神
病床での入院患者数 

県 66 Ｈ26 49 2023年 
精神保健
福祉資料 

６ 
発達障がいの精神病床での
入院患者数 

県 85 Ｈ26年 63 2023年 
精神保健
福祉資料 

７ 
ＰＴＳＤの精神病床での入
院患者数 

県 0～9 Ｈ26年 0～9 2023年 
精神保健
福祉資料 

８ 
摂食障がいの精神病床での
入院患者数 

県 198 Ｈ26年 146 2023年 
精神保健
福祉資料 

９ 
てんかんの精神病床での入
院患者数 

県 1,967 Ｈ26年 1,449 2023年 
精神保健
福祉資料 

10 
アルコール依存症の精神病
床での入院患者数 

県 318 Ｈ26年 234 2023年 
精神保健
福祉資料 

11 
薬物依存症の精神病床での
入院患者数 

県 10 Ｈ26年 7 2023年 
精神保健
福祉資料 

12 
ギャンブル等依存症の精神
病床での入院患者数 

県 0～9 Ｈ26年 0～9 2023年 
精神保健
福祉資料 

13 
支援拠点機関・相談協力機関
数 

県 7 Ｈ29年 7 2023年 
健康増進
課調べ 

14 
高次脳機能支援連絡協議会
の開催回数 

県 2 Ｈ29年 2 2023年 
健康増進
課調べ 

15 精神科救急医療参画病院数 県 7 Ｈ29年 12 2023年 
健康増進
課調べ 

16 自殺者数 県 250 Ｈ28年 175 2023年 
人口動態
統計 

17 自殺死亡率（人口 10万対） 県 18.3 Ｈ28年 12.8 2023年 
厚生労働
省等調べ 

18 ＤＰＡＴチーム数 県 6 Ｈ29年 21 2023年 
健康増進
課調べ 

【数値目標の考え方・設定理由】 

１ 同時期（Ｈ25精神保健福祉資料）の国目標値 17.5に設定。 

２ 平成 25年～27年の３か年平均 19.0人に設定。 

３ 第６次計画における目標値 50.0％を引き続き設定。 

４ 厚生労働省が示す 2020（平成 32）年度末及び 2024（平成 36）年度末の入院推計から年

間の平均減少数を算出のうえ設定。 

５、６、８、９、10、11 現状値に平成 35年度末の入院推計 2,966を乗じ、平成 26年の入

院受療 4,027で除して算定。 

７、12 数値が特定されないため、同じ 0～9に設定。 

13、14 当面は現状維持として設定。 

15 松山圏域の７に加えて今後、他の５圏域に各１設置として設定。 

16 現状値から 30％減少させるものとして算定。 

17 16で算定した目標を平成 29年 10月県推計人口で除して算定。 

18 精神科病床を有する病院が各１チームを編成したと想定した値。 



1 再掲

7 再掲

関連データ １年未満入院患者の平均退院率 ↑
2 再掲

9

3 再掲 ３か月以内における再入院率 ↓

4 再掲 8 再掲

5 再掲

6 再掲

関連データ 退院患者数（Ｆ２及びＦ３） ↑

10 再掲

18 再掲

11 再掲

関連データ 研修会及び事例検討会の実施回数 ↑

12 再掲

関連データ 研修会及び事例検討会の実施回数 ↑

13 再掲 19 再掲 21

関連データ 専門医療相談件数 ↑ 関連データ 研修会及び事例検討会の実施回数 ↑

14 再掲

15 再掲

関連データ 研修会及び事例検討会の実施回数 ↑

16 再掲 20 再掲

関連データ 専門医療相談件数 ↑ 関連データ 連携協議会の開催件数 ↑

17 再掲

関連データ 連携協議会の開催件数 ↑

22 再掲 24 再掲

26

23 再掲 25 再掲

精神疾患

↑統合失調症患者における治療抵抗
性統合失調症治療薬の使用率

関連データ

医療従事者に対する統合失調症・うつ病に関
する知識及び理解の向上

↑

↑

在院期間５年以上かつ65歳以上の
退院患者数

↑
関連データ

統合失調症・うつ病患者・家族のＱＯＬが高く保
たれている

地
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提

供
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診
療
所
）

地
域
連
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拠
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機
能
（

病
院
）

治療抵抗性統合失調症治療薬等の専門的治療
を受診できる体制の構築

かかりつけ医の統合失調症・うつ病に関する
知識・理解の向上

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の受講者数

統合失調症患者における治療抵抗
性統合失調症治療薬の使用率

医療従事者に対する統合失調症・うつ病に関
する知識及び理解の向上

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の開催回数

関連データ 精神科病院における精神保健福祉
士及び社会福祉士の従事者数

↑

統
合
失
調
・
う
つ
病

疾患/機能 （最終）目的施策効果施策

治療抵抗性統合失調症治療薬等の専門的治療
を受診できる体制の構築

関連データ

退院支援に関わるスタッフの配置促進

長期入院者の退院支援の促進

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の開催回数

↑

↑

地域の医療機関における容態に応じた認知症
医療が提供

かかりつけ医認知症対応力向上研
修累計参加者

↑ 関連データ 認知症新規入院患者２か月以内退
院率

地
域
精
神
科
医
療
提
供

機
能
（

一
般
病
院
）

かかりつけ医の認知症に関する知識・理解の
向上

認知症サポート医養成研修累計参
加者数

↑

認
知
症

関連データ

地域の精神科医療機関における質の高い統合
失調症・うつ病に関するケアの提供

認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で
自分らしく暮らし続けることができる

関連データ

地域拠点センターでは困難な鑑別診断、初期
対応、身体合併症状、専門医療相談の実施

都
道
府
県
連
携
拠
点
機
能

（

中
核
セ
ン
タ
ー
）

中核センターとしての責務と役割に応じた機
能の発揮

地域拠点センターに対する研修や扱う症例等
の助言・指導等の適切な実施

地域拠点センターに対する研修や扱う症例等
の助言・指導等の適切な実施

認知症新規入院患者２か月以内退
院率

↑

認知症患者の退院調整・支援促進 精神科病院在院患者数（Ｆ００＝
アルツハイマー病型認知症及びＦ
０１＝血管性認知症）

↓

関連データ 精神科病院における精神保健福祉
士及び社会福祉士の従事者数

↑

↑

医療従事者に対する認知症に関する知識及び
理解の向上

地
域
連
携
拠
拠
点
機
能
（

地

域
拠
点
セ
ン
タ
ー
）

地域拠点センターとしての責務と役割に応じ
た機能の発揮

鑑別診断、初期対応、身体合併症状、専門医
療相談の実施

地域におけるかかりつけ医や医療従事者に対
する研修・指導等の適切な実施

↑

発達障がいを外来診療している医
療機関数(精神療法に限定)

↑

ＰＴＳＤを外来診療している医療
機関数

↑

地
域
精
神
科
医
療
提
供
機
能

（

診
療
所
）

かかりつけ医等の専門的知識・理解の向上
早期の適切な診察及び専門医療機関による高
度な治療へのつなぎ

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の受講者数

↑ 20歳未満の精神疾患を外来診療し
ている医療機関数

20歳未満の精神疾患を入院診療し
ている精神病床を持つ病院数

↑

↓
てんかんを外来診療している医療
機関数(精神療法に限定)

↑
発達障がいの精神病床での入院患
者数

↓

摂食障がいを外来診療している医
療機関数(精神療法に限定)

↑
20歳未満の精神疾患の精神病床で
の入院患者数

↑

専
門
医
療
（

児
童
・
思
春
期
、

発
達
障
が
い
、

心
的
外
傷
後
ス

ト
レ
ス
障
が
い
、

摂
食
障
が
い
、

て
ん
か
ん
）

精神疾患患者及びその家族のＱＯＬが高く保たれ
ている

関連データ

関連データ

関連データ

ＰＴＳＤを入院診療している精神
病床を持つ病院数

↑

摂食障がいを入院診療している精
神病床を持つ病院数

↑

てんかんの精神病床での入院患者
数

↓
発達障がいを入院診療している精
神病床を持つ病院数

↑

ＰＴＳＤの精神病床での入院患者
数

↓

地
域
連
携
拠
点
機
能
（

病

院
）

かかりつけ医等の専門的知識・理解の向上
早期の適切な診察及び専門医療機関による高
度な治療へとつなぎ 摂食障がいの精神病床での入院患

者数
↓

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の開催回数

↑

てんかんを入院診療している精神
病床を持つ病院数
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疾患/機能 （最終）目的施策効果施策

27 再掲 31 再掲

28 再掲 32 再掲 34

29 再掲

関連データ 民間支援団体の数 ↑

30 再掲 33 再掲

関連データ 県拠点機関の整備 ↑ 連携会議の実施回数 ↑
研修会等の実施回数 ↑

35 再掲 39 再掲

関連データ 講習会等の参加者数 ↑

36 再掲

40 再掲 42

支援拠点機関・相談協力機関数 →
37 再掲

関連データ 講習会等の参加者数 ↑

38 再掲 41 再掲

関連データ 講習会等の実施回数 ↑ 関連データ 支援拠点機関が受けた相談件数 ↑

43 再掲 47 再掲

精神保健指定医の数 ↑ 関連データ 東・南予で救急対応した患者数 ↑
救急対応医療機関数 ↑
ＧＰ連絡会議の開催地域数 ↑

44 再掲
48 再掲 50

関連データ 精神保健指定医の数 ↑
関連データ 救急対応した患者数 ↑ 関連データ 精神科救急医療参画病院数 ↑

45 再掲 関連データ ＧＰ連絡会議の開催地域数 ↑

関連データ 輪番対応医療機関の数 ↑
関連データ ＧＰ連絡会議の開催地域数 ↑

46 再掲 49 再掲

関連データ 常時対応型医療機関の数 ↑
関連データ ＧＰ連絡会議の開催地域数 ↑

51 再掲 53 再掲

55

自殺者数 ↓
自殺死亡率（対10万） ↓

52 再掲 54 再掲

自殺のない社会を実現する

精
神
科
救
急
・
身
体
合
併
症

県
拠
点
機
能

自
殺
対
策

関連データ
地
域
連
携
拠

点
機
能

地
域
精
神
科

医
療
提
供
機

能

地域の精神科医療機関の自殺対策に関する知
識・理解の向上

自殺対策に関する対応力の向上

関連データ 医療従事者向けの研修会等参加人
数

↑ 関連データ 救命救急入院で精神疾患診断治療
初回加算を算定された患者数

↓

かかりつけ医の自殺対策に関する知識・理解
の向上

自殺対策に関する対応力の向上

関連データ 医療従事者向けの研修会等参加人
数

↑ 関連データ 救命救急入院料 精神疾患治療初回
加算をとる一般病院数

↑

常時対応型救急医療機関の設置 合併症患者等に対する適切な医療の提供

関連データ 常時対応型医療機関で対応した救
急患者数

↑

24時間365日体制で精神科救急医療を提供できる

地
域
連
携
拠
点
機
能

（

救
急
輪
番
病
院
）

相談支援協力機関及び支援拠点機
関が受けた相談件数

地
域
精
神
科
医
療
提
供
機
能

（

一
般
の
精
神
科
・
診
療
所
）

東・南予地域での精神科救急医療機関の整備
及び身体科との連携推進

東・南予地域での精神及び精神・身体の合併
症患者に対する適切な救急医療の提供

精神科輪番体制の維持・拡充
夜間・休日における精神及び精神・身体の合併
症患者に対する適切な救急医療の提供

精神科救急輪番対応医療機関の整備及び身体科
との連携推進

↑

相談支援協力機関を始めとする地域医療機関
の指導及び連携

高次脳機能障がいに対する関係機関との連携
及び対応力の強化

関連データ
↑

関連データ
精神科救急への連絡のうち救急病
院から受信した件数

↑

関連データ

地
域
連
携
機
能

(

か
か
り
つ
け

医

)

地
域
連
携
拠
拠
点
機
能

（

相
談
支
援
協
力
機

関
）

県
拠
点
機
能

（

支
援
拠
点
機

関
）

かかりつけ医等からの相談への適切な対応

関連データ 相談支援協力機関が受けた相談件
数

↑ 精神科医療機関等による高次脳機能障がい患
者に対する適切な医療提供

関連データ 相談支援協力機関が受けた相談件
数医療従事者に対する高次脳機能障がいに関す

る知識及び理解の向上

関連データ 関連データ

依
存
症

地
域
連
携
機
能
（

一
般

の
病
院
・
医
院
）

かかりつけ医等の高次脳機能障がいに関する
専門的知識・理解の向上

かかりつけ医等による高次脳機能障がい患者
の適切なつなぎ

関連データ 相談支援協力機関が受けた相談件
数

↑

高
次
脳
機
能
障
が
い

依存症の専門的治療の診察もしくは専門医療
機関へのつなぎができる体制の構築

地域の精神科医療機関における質の高い依存
症ケアの提供

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の受講者数

↑ アルコール依存症を外来診療して
いる医療機関数

県
拠
点

機
能

県拠点機関の明確化
依存症に対する他職種・他診療機関・他施設
の連携強化

関連データ

専
門
医
療
提
供
機

能
↑ アルコール依存症を入院診療して

いる精神病床を持つ病院数

高次脳機能障がい患者・家族のＱＯＬが高く保た
れている

関連データ

↑ アルコール依存症の精神病床での
入院患者数

依存症関連支援団体の育成
ギャンブル等依存症を入院診療し
ている精神病床を持つ病院数

↑

↑

薬物依存症を外来診療している医
療機関数

↑

ギャンブル等依存症を外来診療し
ている医療機関数

↑

依存症患者・家族のＱＯＬが高く保たれている

ギャンブル等依存症の精神病床で
の入院患者数

↓

↓

薬物依存症を入院診療している精
神病床を持つ病院数

↑ 薬物依存症の精神病床での入院患
者数

↓

専門医療機関の整備 依存症に対応できる専門職の養成

関連データ かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修の開催回数
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疾患/機能 （最終）目的施策効果施策

56 再掲

災害拠点精神科病院の耐震化率 ↑
複数の災害時の通信手段の確保率 ↑

57 再掲 65 再掲

業務継続計画の策定率 ↑ 関係機関との連携回数 ↑
ＥＭＩＳの登録率 ↑
複数入力担当者の指名率 ↑

各種防災訓練への参加回数 ↑
58 再掲

関連データ ＤＰＡＴチーム数 ↑

59 再掲

関連データ 精神科医療機関の耐震化率 ↑

60 再掲 66 再掲 68

業務継続計画の策定率 ↑ 月例のＥＭＩＳ入力訓練への参加率 ↑ 関連データ ＤＰＡＴチーム数 ↑
ＥＭＩＳの登録率 → ＤＰＡＴ登録者研修会等の実施回数 ↑

各種防災訓練への参加回数 ↑
61 再掲

関連データ 県内活動のみのＤＰＡＴ登録者数 ↑

62 再掲

関連データ ＤＰＡＴ運営委員会の実施回数 ↑

63 再掲 67 再掲

関連データ ＤＰＡＴチーム数 ↑ ＤＰＡＴチーム数 ↑

64 再掲
各種防災訓練への参加回数 ↑

関連データ 先遣隊チーム編成 ↑

・再掲している施策等は、再掲欄の✓で表示
・関連データの矢印は、当該データの方向性を示す

災
害
精
神
医
療

被災地において迅速かつ適切な精神保健医療を支
援する

災
害
拠
点
精
神
科
病
院
以
外

の
病
院

災害拠点精神科病院以外の病院の整備

災害時の円滑な対応に備えた体制整備
被災時における精神疾病患者に対する適切な
医療提供

関連データ
関連データ

地域におけるＤＰＡＴ体制の整備

自
治
体
（

県
）

地域の実情に応じた災害時精神保健医療体制
の構築

ＤＰＡＴ班の編成
被災時における精神疾病患者に対する適切な
医療提供

関連データ
ＤＰＡＴ登録者を対象とする研修
会等の実施日数

↑
先遣隊の編成

災
害
拠
点
精
神
科
病
院

災害拠点精神科病院の整備

関連データ

災害時の円滑な対応
被災時における精神疾病患者に対する適切な
医療提供

関連データ
関連データ

業務継続計画に基づいた院内訓練
の実施回数

↑

災害時における被災地支援
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体系図
番号

データ名（出典） 全国 県 宇摩
新居浜
・西条

今治 松山
八幡浜
・大洲

宇和島 時点

1、4
統合失調症患者における治療抵抗性統合
失調症治療薬の使用率（精神保健福祉資
料）

0.11 0.13 Ｈ26年

2、22、
27

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修
の受講者数:診療所（精神科救急医療体
制整備事業報告）

62.6 0 Ｈ25年度

3、8、
23、28

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修
の開催回数：病院（精神科救急医療体制
整備事業報告）

1.4 0 Ｈ25年度

5、14
精神科病院における精神保健福祉士及び
社会福祉士の従事者数（精神保健福祉資
料）

9,017 110 Ｈ26年

6
退院患者数（Ｆ２及びＦ３）（精神保健
福祉資料）

18,336 202 Ｈ26年

7
１年未満入院患者の平均退院率（精神保
健福祉資料）

72 71.7 Ｈ25年

9
３か月以内における再入院率（精神保健
福祉資料）

17.5 20.1 Ｈ25年

9
在院期間５年以上かつ65歳以上の退院患
者数（精神保健福祉資料）

901 13 Ｈ26年

10
認知症サポート医養成研修累計参加者数
（10万人あたり）（新オレンジプラン）

4 3.7 H28年
(H27年度末)

10
かかりつけ医認知症対応力向上研修累計
参加者（10万人あたり）（新オレンジプ
ラン）

37.3 152.2 H28年
(H27年度末)

11、
12、19

研修会及び事例検討会の実施回数（県調
べ）

89 Ｈ28年度

13
専門医療相談件数（地域センター）（県
調べ）

3,536 Ｈ28年度

15
研修会及び事例検討会の実施回数（中核
センター）（県調べ）

4 Ｈ28年度

16
専門医療相談件数（中核センター）（県
調べ）

130 Ｈ28年度

17
連携協議会の開催件数（中核センター）
（県調べ）

2 Ｈ28年度

18、21
認知症新規入院患者２か月以内退院率
（精神保健福祉資料）

42.8 Ｈ25年

20 連携協議会の開催件数(県調べ） 2 Ｈ28年度

21
精神科病院在院患者数（Ｆ００＝アルツ
ハイマー病型認知症及びＦ０１＝血管性
認知症）（精神保健福祉資料）

43,814 559 Ｈ27年

24
20歳未満の精神疾患を外来診療している
医療機関数（精神保健福祉資料）

6,915 75 Ｈ26年

24
発達障がいを外来診療している医療機関
数(精神療法に限定)（精神保健福祉資
料）

5,763 71 Ｈ26年

24
ＰＴＳＤを外来診療している医療機関数
（精神保健福祉資料）

2,458 28 Ｈ26年

24
摂食障がいを外来診療している医療機関
数(精神療法に限定)（精神保健福祉資
料）

4,965 57 Ｈ26年

24
てんかんを外来診療している医療機関数
(精神療法に限定)（精神保健福祉資料）

7,074 83 Ｈ26年

25
20歳未満の精神疾患を入院診療している
精神病床を持つ病院数（精神保健福祉資
料）

994 15 Ｈ26年

25
発達障がいを入院診療している精神病床
を持つ病院数（精神保健福祉資料）

1,171 17 Ｈ26年

25
ＰＴＳＤを入院診療している精神病床を
持つ病院数（精神保健福祉資料）

216 0-2 Ｈ26年

25
摂食障がいを入院診療している精神病床
を持つ病院数（精神保健福祉資料）

1,174 17 Ｈ26年

25
てんかんを入院診療している精神病床を
持つ病院数（精神保健福祉資料）

1,593 22 Ｈ26年

26
20歳未満の精神疾患の精神病床での入院
患者数（精神保健福祉資料）

6,796 66 Ｈ26年

26
発達障がいの精神病床での入院患者数
（精神保健福祉資料）

7,661 85 Ｈ26年

26
ＰＴＳＤの精神病床での入院患者数（精
神保健福祉資料）

381 0-9 Ｈ26年

26 摂食障がいの精神病床での入院患者数
（精神保健福祉資料）

10,087 198 Ｈ26年

26
てんかんの精神病床での入院患者数（精
神保健福祉資料）

115,685 1,967 Ｈ26年

29 民間支援団体の数（県調べ） 2 H28.11.18
30 県拠点機関の整備（県調べ） 0 H28.11.18

31
アルコール依存症を外来診療している医
療機関数（精神保健福祉資料）

5,236 66 Ｈ26年

31
薬物依存症を外来診療している医療機関
数（精神保健福祉資料）

1,719 17 Ｈ26年

31
ギャンブル等依存症を外来診療している
医療機関数（精神保健福祉資料）

416 4 Ｈ26年

精神疾患関連データ一覧
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体系図
番号

データ名（出典） 全国 県 宇摩
新居浜
・西条

今治 松山
八幡浜
・大洲

宇和島 時点

32
アルコール依存症を入院診療している精
神病床を持つ病院数（精神保健福祉資
料）

1,466 21 Ｈ26年

32
薬物依存症を入院診療している精神病床
を持つ病院数（精神保健福祉資料）

494 8 Ｈ26年

32
ギャンブル等依存症を入院診療している
精神病床を持つ病院数（精神保健福祉資
料）

66 0-2 Ｈ26年

33 連携会議の実施回数（県調べ） 0 H29.11.18
33 研修会等の実施回数（県調べ） 0 H29.11.18

34
アルコール依存症の精神病床での入院患
者数（精神保健福祉資料）

25,548 318 Ｈ26年

34
薬物依存症の精神病床での入院患者数
（精神保健福祉資料）

1,689 10 Ｈ26年

34
ギャンブル等依存症の精神病床での入院
患者数（精神保健福祉資料）

205 0-9 Ｈ26

35、37 講習会等の参加者数（県調べ） 607 H29.3.31
36、
39、40

相談支援協力機関が受けた相談件数（県
調べ）

250 H29.3.31

38 講習会等の実施回数（県調べ） 4 H29.3.31

41
支援拠点機関が受けた相談件数（県調
べ）

2,836 H29.3.31

42
支援拠点機関・相談協力機関数（県調
べ）

7 H29.3.31

42
相談支援協力機関及び支援拠点機関が受
けた相談件数（県調べ）

3,086 H29.3.31

43、44 精神保健指定医の数（県調べ） 173 H29.6.1
43 救急対応医療機関数（県調べ） 0 H29.11.18

43、
45、
46、50

ＧＰ連絡会議の開催地域数（精神科救急
医療体制整備事業報告）

2.3 6 Ｈ23年

45 輪番対応医療機関の数（県調べ） 7 H29.11.18
46 常時対応型医療機関の数（県調べ） 0 H29.11.18

47
東・南予で救急対応した患者数（県調
べ）

0 Ｈ28年度

48 救急対応した患者数（県調べ） 238 Ｈ28年度

48
精神科救急への連絡のうち救急病院から
受信した件数（県調べ）

17 Ｈ28年度

49
常時対応型医療機関で対応した救急患者
数（県調べ）

0 Ｈ28年度

50 精神科救急医療参画病院数（県調べ） 7 Ｈ28年度

51、52
医療従事者向けの研修会等参加人数（自
殺対策強化事業実績報告）

106 Ｈ28年度

53
救命救急入院料 精神疾患治療初回加算
をとる一般病院数（精神保健福祉資料）

76 0-2 Ｈ26年

54
救命救急入院で精神疾患診断治療初回加
算を算定された患者数（精神保健福祉資
料）

169 0-9 Ｈ26年

55 自殺者数（人口動態統計） 21,017 250 Ｈ28年
55 自殺死亡率（対10万）（人口動態統計） 16.8 18.3 Ｈ28年
56 災害拠点精神科病院の耐震化率 今後、県調査実施予定 H29.11.18

56
災害拠点精神科病院の複数の災害時の通
信手段の確保率

今後、県調査実施予定 H29.11.18

57 災害拠点精神科病院の業務継続計画の策 今後、県調査実施予定 H29.11.18

57 災害拠点精神科病院のＥＭＩＳの登録率 今後、県調査実施予定 H29.11.18

57
災害拠点精神科病院の複数入力担当者の
指名率

今後、県調査実施予定 H29.11.18

58 災害拠点精神科病院のＤＰＡＴチーム数 今後、県調査実施予定 H29.11.18

59 精神科医療機関の耐震化率（県調べ） 76.1 H28.9.1

60 業務継続計画の策定率（県調べ） 81.0 Ｈ29.1

60 ＥＭＩＳの登録率（県調べ） 100 H29.11.18

61
県内活動のみのＤＰＡＴ登録者数（県調
べ）

182 H29.11.10

62
ＤＰＡＴ運営委員会の実施回数（県調
べ）

3 Ｈ28年度

63、
67、68

ＤＰＡＴチーム数（県調べ） 6 H29.11.18

64 先遣隊チーム編成（県調べ） 0 H29.11.18

65
災害拠点精神科病院の関係機関との連携
回数

今後、県調査実施予定 H29.11.18

65
災害拠点精神科病院の業務継続計画に基
づいた院内訓練の実施回数

今後、県調査実施予定 H29.11.18

65
災害拠点精神科病院の各種防災訓練への
参加回数

今後、県調査実施予定 H29.11.18

66
月例のＥＭＩＳ入力訓練への参加率（県
調べ）

57.1 H29.10.10

66
ＤＰＡＴ登録者研修会等の実施回数（県
調べ）

1 Ｈ28年度

66、67 各種防災訓練への参加回数（県調べ） 0 Ｈ28年度

67
ＤＰＡＴ登録者を対象とする研修会等の
実施日数（県調べ）

1 Ｈ28年度

（厚生労働省が提供する医療計画作成支援データブック、その他国統計調査及び県調査により把握したデータ）
注）ＮＤＢに基づくデータは、一定数以下のものを「*」と表示している。ただし、集計値が0の場合は「0」と表示する。
　　〔一定数〕➣レセプト枚数及び算定件数：10未満　　➣医療機関数：３未満
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